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取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ 

 

当社グループは、2030年のありたい姿を示す「グループミッション 2030」の実現に向けた「成

長ステージ」として、2022年度を初年度とする 5カ年の「中期経営計画 2026」を策定しておりま

す。その実行にあたり、中長期的なサステナビリティの観点から、「コーポレートガバナンスの強

化」を組織基盤にかかるマテリアリティに掲げております。 

このような動きを踏まえて、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しましたので、その

結果の概要をお知らせします。  

 

記 

 

１． 分析・評価の方法  

当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、2025年 12月から 2026年 2月にか

けて、調査票に基づく全取締役・全監査役による自己評価と取締役会事務局による個別ヒアリン

グを実施しました。  

その後、取締役会において、自己評価結果の分析および現状の課題認識の共有を図るとともに、

より実効性の高い取締役会の実現に向けた今後の取り組み等について、建設的な討議を実施いた

しました。  

 

２． 評価項目   

 自己評価調査票における大項目は、取締役会としての審議状況や前年度の課題に対する対応状況

を確認するため、以下の通りとしました。 

（１） 取締役会の議題・運営について  

（２） グループミッション 2030の実現を踏まえた中長期的な取締役会の運営について  

（３） その他（コーポレートガバナンスの強化に向けた課題等）  

 

３． 分析・評価結果の概要  

当社全役員の自己評価結果の分析を踏まえて討議した結果、当社取締役会は「全体として取締

役会が適切に機能し、実効性が確保できている」と結論づけました。  
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【取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための前年度からの課題】 

（１） グループの中長期的な方向性や事業ポートフォリオの議論を活発に行うこと 

（２） 資本コストを考慮し、投下資本に対するリターンを高めるための施策について、踏み込

んだ議論を行うこと 

（３） 重要案件を見極め、計画的に議論を行うこと 

（４） 取締役会資料提供の早期化 

 

【2025年度の取締役会運営の改善状況と今後の課題】  

 2025年度は、重要議案の見極めと計画的な議論の実現に向けて、主な審議の年間スケジュール

を期初に提示し、「中期経営計画 2026」における「将来の成長に向けた投資の実行」という重点テ

ーマを踏まえ、投資案件の審議の充実を図りました。また、投下資本に対するリターン向上に向

けては、国内の中核会社において ROICツリーを活用した施策の進捗報告を行いました。 

一方、今後の事業ポートフォリオのあり方や中長期的な資本効率向上のための議論については、

審議の充実に向けた改善の必要性が指摘されました。また、国内飲料事業における施策に関して

も審議の改善の余地が指摘されました。 

 

なお、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題は、以下の通

りであるとの認識が共有されました。  

 

（１） 次期中期経営計画の策定に向け、重要案件を見極め、計画的に議論を行うこと 

（２） 国内飲料事業の立て直しに向けた議論を行うこと 

 

４． 今後の取り組み  

 当社は、取締役会での有効な審議ができる適切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続的な

強化および多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2026 年 4 月 15 日開催予定の第

51回定時株主総会へ、取締役 7名の選任議案を上程いたします。本議案をご承認いただいた場合、

当社取締役会における社外取締役の比率は過半数（7名中 4名）となります。 

「グループミッション 2030」実現のために、事業に精通した社内取締役の視点と、客観的な視

点を持つ社外取締役の広い知見を基に、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組

みであるコーポレートガバナンスの継続的改善に取り組み、企業の持続的な成長と中長期的な企

業価値向上につなげてまいります。  

 

以 上 

 

 


